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目 的 
1.  本会計基準は、企業会計審議会が 2002年（平成 14年）8月 9日に公表した「固定資

産の減損に係る会計基準」（以下「減損会計基準」という。）及び「固定資産の減損に係

る会計基準注解」（以下「減損会計基準注解」という。）のうち、リースに関する事項を

改正することを目的とする。 

 

会計基準 

会計処理 

2.  減損会計基準注解の（注 12）を、次のとおり改正する。 

 
（注 12） 

1. 借手がリースについて、リース取引開始日が企業会計基準第 13号「リース

取引に関する会計基準」（以下「企業会計基準第 13号」という。）の適用初年

度開始前である所有権移転外ファイナンス・リース取引の取扱いにより通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている場合、借手が当該リ

ースに係る使用権資産又は当該使用権資産を含む資産グループの減損処理を

検討するにあたっては、当該リースに係る未経過リース料の現在価値を、当該

使用権資産の帳簿価額とみなして、本基準を適用する。ただし、使用権資産の

重要性が低い場合においては、未経過リース料の現在価値に代えて、割引前の

未経過リース料を、使用権資産の帳簿価額とみなすことができる。 

2. リース取引開始日が企業会計基準第 13号の適用初年度開始前である所有権

移転外ファイナンス・リース取引の取扱いにより通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を行っている使用権資産に本基準を適用した場合、当該

使用権資産に配分された減損損失は負債として計上し、リース契約の残存期

間にわたり規則的に取り崩す。取り崩された金額は、各事業年度の支払リース

料と相殺する。 

 

適用時期等 

3.  本会計基準の適用時期は、20XX年に公表された企業会計基準第 XX号「リースに関す

る会計基準」（以下「リース会計基準」という。）及び企業会計基準適用指針第 XX号「リ

ースに関する会計基準の適用指針」（以下「リース適用指針」という。）（以下、リース

会計基準及びリース適用指針を合わせて「リース会計基準等」という。）と同様とする。 
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4.  本会計基準の適用前において、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場

合に、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行い、リース資産の未経過リー

ス料の現在価値を当該リース資産の帳簿価額とみなして減損会計基準を適用し、本会

計基準の適用初年度の前事業年度の期末日においてリース資産に配分された減損損失

について負債を計上しているときは、当該負債をリース契約の残存期間にわたり定額

法によって取り崩し、当該取崩額を、各事業年度の支払リース料と相殺する会計処理を

継続することができる。 

 

結論の背景 

経 緯 

BC1. 当委員会は、20XX 年にリース会計基準等を公表し、国際的な会計基準との整合性を

図るため、借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上することとした。また、

借手のリースについて、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の

区分を廃止し、すべてのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債

に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルを採用した。 

 これを受けて、減損会計基準注解の（注 12）のリースに関する事項について見直し

を行うこととした。 

 

会計処理 

BC2. 2002 年 8月 9日に企業会計審議会から公表された減損会計基準注解の（注 12）にお

いては、ファイナンス・リース取引について、借手側が賃貸借取引に係る方法に準じて

会計処理を行っている場合、借手側が当該ファイナンス・リース取引により使用してい

る資産（以下「リース資産」という。）又は当該リース資産を含む資産グループの減損

処理を検討するにあたっては、当該リース資産の未経過リース料の現在価値を、当該リ

ース資産の帳簿価額とみなして、減損会計基準を適用することとされていた。 

BC3. 企業会計基準適用指針第 16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」（以下「企

業会計基準適用指針第 16号」という。）においては、ファイナンス・リース取引につい

て、次の場合に、借手側が通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことを

認めていた。 

(1) 個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合 

(2) リース取引開始日が企業会計基準第 13 号の適用初年度開始前のリース取引で、

企業会計基準第 13 号に基づき所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定され

た場合 
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BC4. リース会計基準等においては、これまでオペレーティング・リース取引として資産を

計上していなかったリースも含め、借手のすべてのリースについて使用権資産を計上

することとした。したがって、貸借対照表に計上される使用権資産について減損会計基

準を適用することとし、ファイナンス・リースのうち通常の賃貸借取引に係る方法に準

じて会計処理を行っているリースについて、当該リース資産の未経過リース料の現在

価値を当該リース資産の帳簿価額とみなして減損会計基準を適用する定めは原則とし

て削除することとした。 

BC5. ただし、リース会計基準等においては、使用権資産を計上しないことができる場合と

して、次の取扱いを認めることとしたため、これらの取扱いを適用したリースに関して、

未経過の借手のリース料の現在価値をこれらの使用権資産の帳簿価額とみなして減損

会計基準を適用する取扱いを定めるか否かを検討した。 

(1) 短期リース及び少額リースに関する簡便的な取扱いとして、リース開始日に使用

権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって

原則として定額法により費用として計上することができる取扱い（リース適用指針

第 18項及び第 20項） 

(2) リース取引開始日が企業会計基準第 13 号の適用初年度開始前のリース取引で、

企業会計基準第 13 号に基づき所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定され

たものについて、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用す

ることができる取扱い（リース適用指針第 110項） 

BC6. この点、短期リース及び少額リースに関する簡便的な取扱い（本会計基準第 9項(1)

参照）は、これらのリースが重要性に乏しいものであり、資産（及び負債）を計上しな

い場合にも財務諸表利用者の有用性が大きく損なわれるものでないことを理由にした

ものであることから、これらのリースについて減損会計基準も適用しないことがリー

ス会計基準等における考え方と整合的であると考えられた。したがって、借手がリース

適用指針における短期リース又は少額リースに関する簡便的な取扱いを適用している

場合、本会計基準を適用しないこととした。 

BC7. 一方で、リース取引開始日が企業会計基準第 13号の適用初年度開始前である所有権

移転外ファイナンス・リース取引の取扱い（本会計基準第 9項(2)参照）は、リース会

計基準等において、企業会計基準適用指針第 16 号の定めを引き継ぐこととしたため、

本会計基準においても、減損会計基準注解の（注 12）の定めを引き継ぐこととした。

すなわち、リース取引開始日が企業会計基準第 13号の適用初年度開始前である所有権

移転外ファイナンス・リース取引の取扱いにより通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を行っている場合、当該リースに係る使用権資産又は当該使用権資産を含

む資産グループの減損処理を検討するにあたり、当該リースに係る未経過リース料の

現在価値について、当該使用権資産の帳簿価額とみなして減損会計基準を適用する定

めを変更しないこととした（本会計基準第 2項参照）。 
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適用時期 

BC8. 本会計基準は、リース会計基準等に対応するための改正であることから、適用時期に

ついてはリース会計基準等と合わせることとした（本会計基準第 3項参照）。 

 
以 上 
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